
- 1 - 

議 会 全 員 協 議 会 会 議 録 
 

１ 開会の日時及び場所 

(1) 日   時  令和６年４月１９日（金）午前９時３０分開会 

(2) 場   所  清川村庁舎 ３階 議場 

 

２ 議員現在総数  ８名 

 

３ 出 席 者 

(1) 出 席 議 員  細野洋一議長・山本雅彦副議長 

（８名）    城所英樹議員・藤田義友議員・笹原和織議員 

細野賢一議員・落合美和議員・小林大介議員 

(2) 理 事 者 側  岩澤吉美村長・川瀬久弥副村長 

 【総務課】 伊本貴志総務課長・阿部めぐみ副課長 

 【政策推進課】 岩澤勲課長・櫻井孝之副主幹 

 【税務住民課】 杉山洋正課長・伊藤寿浩副課長・小島巨希子主幹 

(3) 事務局職員   井上竹夫議会事務局長・佐藤周平副主幹 

 

４ 欠 席 議 員  なし 

   

５ 傍  聴  者  なし 

 

６ 案   件 

(1) 職員の人事異動について 

(2) 清川村財政計画の見直しについて 

(3) 第２期清川村国民健康保険データヘルス計画の策定について 

(4) 清川村地域防災計画等の改定について 

(5) 清川村村税条例の改正について 

(6) その他 

 

７ 経   過 

◎ あ い さ つ  ① 細 野 議 長 

② 岩 澤 村 長 

◎ 案 件 

  （1）職員の人事異動について 

・資料 1 により、総務課 阿部副課長から説明される。 

【質 疑 等】 

    ・なし 
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（2）清川村財政計画の見直しについて 

        ・資料２により、政策推進課 櫻井副主幹から説明される。 

【質 疑 等】 

    ・なし 

 

  (3) 第２期清川村国民健康保険データヘルス計画の策定について 

    ・資料３により、税務住民課 小島主幹から説明される。 

【質 疑 等】 

    ・なし 

 

  (4) 清川村地域防災計画等の改定について 

    ・資料４により、総務課 山田防災担当課長から説明される。 

【質 疑 等】 

    ・藤田議員 

     今の説明を受けて、この資料を全部読んで今、質問するのは難しいと思

う。各議員さんも中身を良く読んで提案をしていただきたいと思う。我々

議員は村民を守る立場でなければいけない。 

     また、関連しているが、提案の期間が重複している。この膨大な２つの

資料を読んで提案しなければならないので、たとえば別期間に提案できる

ような対応はとれないのか。村民（議員を含む）が提案することは無理だ

と思うが。提案期間を別々にできなかったのか。 

    ・川瀬副村長 

     本件については、時間を掛けて内容を精査し提出させていただいており

ます。この２件については、関連があり１つを訂正すると、もう一方が変

わってしまうという性質でありますので、２件について同期間でのパブリ

ックコメントとしてございます。タイトな日程になっておりますが、ご協

力をお願いします。 

    ・藤田議員 

     これは表面的なものになっていると思う。やり方について理解はできる

が、しっかりと行ってほしい。 

    ・川瀬副村長 

     これまでも、関連する部局や団体、住民が入る防災会議の場で協議して

きております。また、住民に関連する部分については、良く確認していた

だく必要があると思っていますので、そういった部分を重点的に確認して

いただければと思っています。 

    ・笹原議員 

     我々は、本日この資料をいただいて１６日までに提案してほしいという

ことであり、大変厳しいと感じているが、村民に対しては、７日から１６

日という１０日間しかないわけですが、村民が内容を見れるのは、この期
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間しかないのか。あるいは、期間前にホームページ等で確認することがで

きるのか。また、公開する時に関係団体とは協議していますという文章を

入れた方が良いと思います。公開の仕方について確認させてください。 

    ・山田課長 

     住民につきましては、ホームページと５月の広報で掲載させていただき

ます。事前にホームページにより資料公開をさせていただきます。 

    ・笹原議員 

     この資料を全戸配布するのは無理と思うので、広報紙からホームページ

に誘導を行うという理解でよろしいでしょうか。 

    ・川瀬副村長 

     パブリックコメントは事前に資料を公開する必要がありますので、笹原

議員が理解されているとおりです。また、窓口への配架も早めに行わせて

いただきます。 

 

  (5) 清川村村税条例の改正について 

    ・資料５により、税務住民課 伊藤副課長から説明される。 

【質 疑 等】 

    ・なし 

 

  (6) その他（理事者側から） 

    ・一般質問について、いただいた質問に答弁するわけでございますが、答

弁書を作成するにあたり質問の内容について、担当課長との調整をさせ

ていただきたいと思っています。 

    ・再質問をいただいた時に、正確な答弁をしていかなければならない。齟

齬もあってはならないということで、質問内容の確認をさせていただく

という機会をいただければと思いますので、ご協議いただければと思っ

ています。 

    ・本日、令和６年度年間行事予定及び「清川村高齢者保健福祉計画・第９

期介護保険事業計画」を机上配布させていただいております。」 

 

(6)-1 その他（議員から） 

     ・特になし 

 

(6)-2 その他（議長から） 

     ・特になし 

 

◎   閉   会  細野議長 

 

８ 閉 会 の 日 時  令和６年４月１９日（金）午前１０時２７分閉会 


